
マークがついても、これらのものは回収できません

紙コップ、紙皿 ヨーグルト、アイスの容器

カップめんの容器、ふた

粘着物を含む紙 ×

除去できないインクや
物質が塗られた紙

感熱紙（レシート、ファックス紙） 複写用紙

アイロンプリント紙

宅配伝票 圧着はがき（見開きにして中を見るはがき）

シール 付箋

（カーボン使用紙など）

紙製容器包装、雑紙として回収できない紙

防水、耐水加工された紙 ×

×



汚れ、においのある紙 ×

石けんや洗剤の箱など 汚れたピザの箱など

食品や油で汚れた紙

その他、リサイクルに適さない紙 ×

金、銀、アルミが 写真
使用されている紙 写真用プリント紙
（ガムの包み紙など）

ビニールコーティング アルミコーティング
された紙 された紙容器

これらのごみが混ざると、「紙から紙」へのリサイクルが出来なくなる為、
可燃ごみに出してください。（判断に迷う場合も可燃ごみへ）

アルバム

問い合わせ先　新城市　生活環境課　電話22-0521

出し方




